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新しい歴史教科書をつくる会

（１）当会が推進し自由社が制作した、中学校用『新しい歴史教科書』は、令和元年
度の検定で「一発不合格」となりましたが、令和２年度に再申請した結果、３月３０
日の検定審議会で合格が決定しました。一度死んだ『新しい歴史教科書』は不死鳥の
ように蘇ったのです。一年遅れとなるにも関わらず、この度の再申請を支持していた
だき、多大なるご支援を賜りました会員、支援者の皆様に心より御礼申し上げます。
再申請検定に合格した教科書は、まさに「つくる会」２４年の集大成となる教科書

です。今後は、文科省の新しい規則に則り、夏の採択に向けて全国採択区や自治体、
私学など関係各所に見本本を送付いたします。５月末には検定合格本として市販本も
販売を予定しており、さらに６月には全国の教科書展示会が開催されますので、手に
取ってご覧いただければ幸いです。
４年に一度の採択替えは昨年夏に終えており、この４月から新たな規則により特例

として認められた１年のみ採択替えを可能とする採択の作業となります。『新しい歴
史教科書』の理念と内容に共鳴し、採択替えをする自治体や学校が数多く現れること
を願っております。

（２）４月から始まる採択戦とともに当会が取り組まなければならない喫緊の重要課
題が山積しております。まず、文科省「不正検定」問題です。令和元年度検定に於け
る自由社の『新しい歴史教科書』の「一発不合格」について当会は昨年２月より処分
は極めて不当であると訴えてまいりました。６月以降、各社白表紙本（検定申請本）
及び採択用見本本などをもとにさらに綿密な調査を行った結果、驚愕すべき事実が
次々と明らかになりました。自由社で検定意見を付けられた記述が、他社の同様のも
のでは検定意見を付けられていない、という事例が、実に３０以上も見つかったので
す。当会ではこれを検定に於ける「ダブルスタンダード事例（ダブスタ事例）」と呼
んでいますが、これほどのダブスタ事例を文科省はどう説明するのでしょうか。
昨年１２月２４日、株式会社自由社は、これらを理由に検定不合格は不当とし、文

科省に対し行政不服審査請求を行いましたが、不合格処分後３か月という請求期間が
過ぎているとして門前払いをされました。そこで同社は、不合格処分によって会社経
営に甚大な損害を被ったとして、損害賠償を求め国家賠償請求訴訟を検討していきま



す。
さらに、＜「文科省」不正検定を正す会（加瀬英明会⻑）＞では、今年５月に昨年

同様に多くの国⺠の皆様にも参加いただき「不正検定」を正す新聞意見広告を企画し
ています。新しい歴史教科書をつくる会は、「不正検定」の全容解明、関係者の処分、
を目指して、自由社と「正す会」の取り組みを全面的にバックアップしてまいります。

（３）次に取り組むべき課題は、中学校教科書「従軍慰安婦」記述復活問題です。ご
承知のとおり、令和元年度検定において山川出版社の教科書の「従軍慰安婦」の記述
は何の検定意見もつかずに合格しました。この件については当会と慰安婦の真実国⺠
運動（加瀬英明代表）の連名で、３度にわたり大臣に記述削除の申し入れを行いまし
たが、過去２回は「０回答」となっています（３度目は３月３１日を回答期限として
います）。また、国政の場においても、各委員会で３人の議員が質問を行いましたが、
萩生田文科大臣は自らの答弁をひたすら避け、また官僚も矛盾に満ちた答弁を繰り返
すのみです。もはや「従軍慰安婦」の記述の正当性はどこにも見当たりません。文科
省が検定の誤りを素直に認めて、文科大臣が早期に山川出版社に対し訂正申請の勧告
を行うよう、今後も各方面と連携して取り組みを強化してまいります。
一方で、本日の報道によると、高校の山川出版社の教科書からは、「従軍慰安婦」

の記述が全て削除されたとのことです。山川に限らず、高校では「従軍慰安婦」記述
がまだ多くの教科書に残る状況で、これは驚くべきことです。仮に当会や関連団体が
昨年からの中学校教科書への抗議の取り組みが影響を与えたと考えられます。ともに
声を上げていただいた支援者の皆様に御礼申し上げます。

（４）この「不正検定」問題と「従軍慰安婦」記述復活問題は、ともに令和元年度検
定において発生しました。これらの問題を調査し、そして取り組めば取り組むほど、
文科省の教科書検定の体制、そして制度そのものに、致命的な問題を含んでいると感
じざるを得ません。例えば次のような事項を検討することが欠かせません。

１）検定審議会の議事録の作成と公開
２）教科書調査官の任用を国会承認事項とする
３）教科書調査官に任期制を設ける
４）「誤解するおそれ」などのあいまいな検定基準を廃止する

当会は文科省の教科書検定の体制・制度が抜本的に改革され、健全化することを目
指して今後とも取り組んでまいります。 国⺠の皆様のますますのお⼒添えをお願い



申し上げます。


